
７ ４ ２



 

 
議案第７号 

 

令和４年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第２号） 

 

令和４年度龍ケ崎市の一般会計補正予算（第２号）は，次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 308,495 千円を追

加し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 26,164,511 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（継続費の補正） 

第２条 既定の継続費の追加は，「第２表 継続費補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第３条 既定の債務負担行為の追加は，「第３表 債務負担行為補正」によ

る。 

（地方債の補正） 

第４条 既定の地方債の追加は,「第４表 地方債補正」による。 

 

令和４年６月３日提出 

 

龍ケ崎市長 萩 原  勇 
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　歳　入 (単位   千円)

15 国庫支出金 4,412,564 267,657 4,680,221

1 国庫負担金 3,775,700 3,952 3,779,652

2 国庫補助金 608,565 263,705 872,270

16 県支出金 2,021,343 3,416 2,024,759

1 県負担金 1,279,915 1,976 1,281,891

2 県補助金 547,790 1,440 549,230

20 繰越金 200,000 12,538 212,538

1 繰越金 200,000 12,538 212,538

21 諸収入 514,017 7,784 521,801

5 雑入 478,652 7,784 486,436

22 市債 1,454,900 17,100 1,472,000

1 市債 1,454,900 17,100 1,472,000

25,856,016 308,495 26,164,511

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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　歳　出 (単位   千円)

2 総務費 3,164,129 68,065 3,232,194

1 総務管理費 2,555,302 67,316 2,622,618

3 戸籍住民基本台帳費 192,960 749 193,709

3 民生費 10,616,481 12,120 10,628,601

2 児童福祉費 4,609,050 12,120 4,621,170

4 衛生費 2,403,211 41,898 2,445,109

1 保健衛生費 1,152,668 41,898 1,194,566

7 商工費 201,692 68,000 269,692

1 商工費 201,692 68,000 269,692

8 土木費 1,737,132 58,705 1,795,837

2 道路橋梁費 644,655 9,689 654,344

4 都市計画費 258,812 49,016 307,828

9 消防費 1,046,029 15,539 1,061,568

1 消防費 1,046,029 15,539 1,061,568

10 教育費 3,389,519 44,168 3,433,687

1 教育総務費 451,082 3,088 454,170

3 中学校費 450,909 964 451,873

6 社会教育費 461,457 17,028 478,485

7 保健体育費 1,393,541 23,088 1,416,629

25,856,016 308,495 26,164,511

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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（追加） （単位  千円）

 2 総務費  1 総務管理費

 4 衛生費  1 保健衛生費

（追加） （単位  千円）

（追加） （単位  千円）

第　２　表　　継　続　費　補　正

款 項 事　業　名 総　額 年　度 年　割　額

新長戸コミュニティセン
ター実施設計費

25,083 令和4年度 7,765

令和5年度 17,318

事　　　　項 期　間 限　度　額

窓口申請支援システム利用契約
令和5年度から
令和9年度まで

13,973

新長戸コミュニティセンター整
備事業

5,400

新保健福祉施設整備事業 11,700

第　４　表　　地　方　債　補　正

起債の目的 限度額 起債の方法 利 率 償還の方法

政府資金についてはその融
資条件により，銀行その他の
場合にはその債権者と協定す
るものによる。

ただし，市財政の都合によ
り据置期間及び償還期限を短
縮し，又は繰上償還（金融機
関等に預金保険法（昭和46年
法律第34号）第49条第2項又は
農水産業協同組合貯金保険法
（昭和48年法律第53号）第49
条第2項に定める保険事故が生
じた場合に，債権との相殺に
よる繰上償還を含む。）若し
くは低利に借換えすることが
できる。

新保健福祉施設実施設計
費

54,658 令和4年度 16,848

令和5年度 37,810

普通貸借

又は

証券発行

年5.0%以内（た
だし，利率見直し
方式で借り入れる
政府資金及び地方
公共団体金融機構
資金について，利
率の見直しを行っ
た後においては，
当該見直し後の利
率）

第　３　表　　債　務　負　担　行　為　補　正
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